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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年９月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２３年７月１８日 ０７時０５分ごろ 

発生場所 愛知県田原市伊良湖岬南東方沖 

伊良湖岬南南東方沖の伊勢湾第２号灯浮標から真方位０９０°２,３００

ｍ付近 

（概位 北緯３４°３２.４′ 東経１３７°０３.４′） 

事故調査の経過  平成２３年７月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水先船 いらご８、１９トン 

 ２４３－３７１０８愛知、株式会社ＩＭＳ 

 １８.６０ｍ（Lr）×４.００ｍ×１.８２ｍ、ＦＲＰ 

  ディーゼル機関２基、７８０kＷ（合計）、平成１７年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成７年３月２日 

免許証交付日 平成２１年６月２９日 

（平成２７年３月１日まで有効） 

運航管理者 男性 ４７歳 

 死傷者等 重傷 ３人（船長、甲板員、水先人） 

 損傷 全損（廃船処分） 

 事故の経過 

 

本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、水先人を乗せ、伊良湖水道南

東沖の水先人乗船場所（以下「ＰＳ」という。）で水先人を貨物船に移乗さ

せるため、田原市伊良湖港を出港し、伊良湖岬南東方沖を速力約１８ノッ

トで南東進中、平成２３年７月１８日０７時０５分ごろ、突然に発生した

高波（以下「本件高波」という。）を右舷船首約３０°の方向から受け、一

気に転覆した。 

船長は、転覆直前まで転覆の危険性を感じておらず、本件高波を事前に

視認していなかった。 

船長、水先人及び甲板員は、海上を漂流中、０７時５０分ごろ僚船に救

助され、０８時３０分ごろ愛知県南知多町師崎港に入港し、救急車により

病院に搬送された。 

船長は腰椎横突起骨折、水先人は右肩甲骨骨折等、甲板員は右胸鎖関節

挫傷等を負った。 

本船は、大破して三重県鳥羽市答志島に漂着した。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東、風速 約５m/s、視程 約１５km 

海象：うねりの方向 南、うねりの高さ 約４ｍ、うねりの波長 約１５０

ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 本船は、船舶所有者から船舶運航管理会社に裸傭船され、船舶運航管理

会社が運航管理を行って水先人の輸送の業務を請け負っていた。 

船長は、出港時、ＰＳ付近でのうねりの波高が約４～５ｍであることを

僚船より聞き、船舶運航管理会社の運航基準（以下「運航基準」という。）

に定められた発航中止基準（風速１５m/s、波高４ｍ以上のいずれかに該

当）を超えることを認識していたが、風が弱く、海面は穏やかであったこ

とから出港し、ＰＳ到着後に水先人と協議して貨物船への移乗の可否につ

いて判断するつもりであった。 

本船は、本事故当日の０６時００分ごろ別の貨物船に水先人を移乗させ

ており、その際の波高は、約４ｍであり、今回が２回目の航海であった。 

本船は、出入口等の開口部を閉鎖して出港した。 

船長は、出港前に天気情報を得ており、台風６号が南大東島の東約２０

０km 付近を北北西進して南からのうねりがあり、波浪警報が発表されてい

ることを知っていた。 

中部地方整備局の瀬木寄瀬東方灯標モニタリングシステムの観測値で

は、本事故当日の０６時～０８時ごろの有義波高は約４.３２～５.３１ｍ

であった。 

本事故当日は、本事故発生前、伊良湖水道沖で４隻の貨物船に水先人が

移乗していた。 

船長及び水先人は、台風接近時に南寄りから東寄りのうねりがある場合

には、伊良湖岬南東方沖から伊勢湾第１号灯浮標付近の２０ｍ等深線以北

において、高波が発生することがあるということを聞いていたが、これま

で見たことはなかった。 

船長は、平成３年から小型漁船に甲板員として乗船したのち、平成７年

から小型漁船の船長として乗船し、その後、平成２０年１０月から２年３

か月の間、水先船の甲板員として乗船したのち、平成２３年１月から船長

として乗船していた。 

運航管理者は、平成３年頃から水先船に船長で乗り組み、平成１２年１

０月から船舶運航管理会社の運航管理代行者に、平成１８年１０月から運

航管理者に選任されていた。 

救助した僚船は、水先人が移乗する予定であった貨物船からの呼出しに

本船が応答せず、また、本船に電話した際、本船の船長が電話に出なかっ

たことから、異常に気付いて救助のために伊良湖港を出港した。 

船長及び甲板員は、救命胴衣を着用していなかったが、水先人は、救命

胴衣を着用していた。 

船長は、船舶運航管理会社が安全管理規程に基づき策定した運航基準を

遵守しなければならないことは認識していた。 

水先人が所属する伊勢三河水先区水先人会は、水先船の運航に関する規

定を水先艇運用要領及び台風等対策実施細則で定めており、同要領では、

水先船の運航中止について、水先人の乗下船地点（湾口及び湾内）の有義

波高が、４ｍに達する状態を基準とし、昼夜の別、潮流、海象及び気象の

状況等を総合的に勘案して水先人の意見に基づき、水先船の船長が判断す
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 ると規定していた。 

船舶運航管理会社は、運航基準を策定する際、水先人会と協議して水先

船の発航中止基準を決定していたことから、発航中止基準に関して認識に

違いがあるとは考えていなかった。 

船舶運航管理会社は、出港前、船長に発航中止の指示をしておらず、ま

た、水先人は、船長に発航中止についての意見を述べなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、伊良湖岬南東方沖を南東進中、本件高

波を受けたことから、転覆したものと考えられ

る。 

本事故発生場所付近では、高さ約４ｍの南から

のうねりがあり、風浪はなかったものと考えられ

るが、本事故発生時に本件高波が発生したものと

考えられる。 

水先船の発航中止基準については、船舶運航管

理会社は、水先船の航海の安全を確保するために

定めており、水先人会は、水先を行う船舶におけ

る水先人の安全な乗下船を確保するために定めて

いたものと考えられる。 

船長は、本船の運航については、船舶運航管理

会社が定めた運航基準に従うことを認識してお

り、発航中止基準を超えるうねりが予測された

が、今までの経験から風が弱く、海面が穏やかで

あり、うねりの波長が１５０ｍ程度であれば、水

先人を移乗させることができたことから、発航を

中止しなかったものと考えられる。 

運航管理者は、本船が、本事故当日０６時００

分ごろ別の貨物船に水先人を移乗させていたこと

から、船長に対して発航を中止するよう指示しな

かったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、伊良湖岬南東方沖を南東進中、本件高波を受けたた

め、転覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・船長及び運航管理者は、船舶運航管理会社の運航基準を遵守する必要

があることから、水先人会は、船舶運航管理会社の水先船の発航中止

基準を理解し、水先船の安全運航に配慮すること。 

・本事故発生海域では、風が弱く、海面は穏やかでも大きなうねりに遭

遇したときは、高波が発生する可能性があることに留意し、水先船の

安全な運航に努めるとともに、救命胴衣を着用しておくこと。 

 




